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Ⅰ 経営事項審査制度の概要 

 

１ 経営事項審査とは 

 

（１） 経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で建設業法施行令第２７

条の１３で定めるもの（以下「公共工事」という。108 頁参照。）を発注者から直接請け負おう

とする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。 

  

（２） 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事について発注者と請

負契約を締結する日の１年７か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受

けていなければなりません。従って、入札参加資格審査申請の結果、数年間有効の入札参加資

格者名簿に登載された方であっても、経営事項審査は毎年受けることが必要です。（7項参照。） 

 

（３） 経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の２つから成り立っています。こ

の両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。 

また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果から算出される「総合評定値」があり

ます。 

 

ア 経営状況分析 

   国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録経営状況分析機関」という。）が行います。  

イ 経営規模等評価 

   国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知

事が、それぞれ行います。 

ウ 総合評定値の通知 

国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知

事が、それぞれ行います。なお、総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請を行うときに併

せて行うことができます。総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事の発注者が「総合

評定値の通知を受けていること」を入札参加資格審査の際に求めていますので、経営規模等評

価申請を行う際に併せて請求するようにしてください。 

 

 

○ 申請書類に虚偽や不正があった場合は、法律により罰せられます。 

 

○ 行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署 

へ提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業と 

することができません。 

（日本行政書士会連合会に行政書士名簿の登録を行っていない場合は、資 

格を有していても書類の作成及び書類の提出は行えません） 
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２ 経営事項審査申請に必要な資格 

建設業の許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることができません。 

 

 

 【公共工事を国・県・市町村等から直接請け負うためには】 

  ※ 表中の数字は、千葉県知事許可における標準的な所要期間。 

 

 

 

 

       45 日         45 日         45 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 審査基準日 

審査基準日は、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日です。 

 

４ 審査項目及び審査基準等 

千葉県県土整備部建設・不動産業課ホームページをご覧ください。 

（https://www.pref.chiba.lg.jp/nyuu-kei/kensetsukouji/keieijikou/index.html） 
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「どんな仕事を」「どの発注者から請け負いたいか」により、 

 『登載する名簿種類が決まる』 

⇒『受ける経営事項審査の工事業種が決まる』 

   ⇒『建設業許可を取得する工事業種が決まる』 

こととなるため、各発注者に確認の上、申請を行ってください。 
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（参考）経営事項審査結果の有効期間（公共工事を請け負うことができる期間） 

 

○ 経営事項審査結果の有効期間に空白が生じない事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 経営事項審査結果の有効期間に空白が生じる事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 有効な経営事項審査の結果通知書を持っていなければ、公共工事を請け負うことができません。 

申請の際には、有効期限切れが起きないように御注意ください。 

決算日 結果通知 

決算日 結果通知 

１年７ヶ月間 

申請 

申請 

１年７ヶ月間 

決算日 結果通知 

決算日 結果通知 

１年７ヶ月間 

申請 

申請 

１年７ヶ月間 

空
白
期

間 

経営事項審査結果の有効期間 

公共工事を請け負うことができる期間 

経営事項審査結果の有効期間 

 
公共工事を請け負うことができる期間 

経営事項審査結果の有効期間 

公共工事を請け負うことができる期間 

経営事項審査結果の有効期間 

 
公共工事を請け負うことが 

できる期間 

空白期間が生じることに

より、公共工事が請け負

えない状態となる。 

毎年公共工事を請け負お

うとする場合、有効期間

に空白が生じないように

しなければならない。 
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